
ビジョン部会検討テーマ 

 

１ 我が国の廃棄物・リサイクル法制度の課題と今後の動向 

（論点） 

 ・循環基本法と個別法（容器包装リサイクル法など）における課題と今後の

 ・家庭からの有害・危険ごみ対策の今後の方向性（拡大生産者責任の視点か

（資料） 

 1-①  循環型社会形成推進のための法体系・・・・・・・・・・・・・・・

1-②  家庭系有害廃棄物の排出実態について・・・・・・・・・・・・・・

 1-③  拡大生産者責任と適正処理困難物対策の考え方について・・・・・・

    （中環審での「今後の廃棄物・リサイクル制度の在り方について」の報

 1-④  廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案について

（平成 15 年３月 11 日、第 156 回国会に提出） 

    （1-③で示されている方向性については本法律案には盛り込まれていな

 

２ 地球温暖化防止に資する循環型社会と具体的目標 

（論点） 

 ・地球温暖化防止に配慮した目標値の設定に関する考え方 

（資料） 

 2-①  京都市の地球温暖化防止と循環型社会構築に向けた具体的な取組事例

 2-② ３Ｒと温室効果ガス排出量の関係・・・・・・・・・・・・・・・・

2-③  二酸化炭素削減目標の設定にあたっての考え方・・・・・・・・・・

 2-④  数値目標の設定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 2-⑤  廃棄物処理法、循環基本計画、京都府の目標値・・・・・・・・・・

 

３ 元気が出る明るい循環型社会の構築に向けて 

（論点） 

・上流対策はなぜ進まないのか 

・中間まとめに掲げる上流対策（修理・再使用など）の取組事例を具体的施

いくための仕組みと行政が行える支援策 

 ・「京都らしさ」をどのように打ち出していけばよいか 

京都市が上流対策に取り組んでいくために参考になる他都市等の参考事例

（資料） 

 3-①  上流対策に係る取組イメージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 3-②  上流対策（リペア・リユースなど）の取組事例と今後の方向性（案）

                                                                ・・・
平成１５年５月１3 日 
（第 2 回ビジョン部会） 
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資料 1-①

循環型社会形成推進のための法体系 

 

 

 
環境基本法

環境基本計画

循環
自然循環

社会の物質循環

○基本原則　○国、地方公共団体、事業者、国民の責務　○国の施策

循環型社会形成推進基本計画　：　国の他の計画の基本

循環型社会形成推進基本法(基本的枠組み法)
　社会の物質循環の確保
　天然資源の消費の抑制
　環境負荷の低減

＜　廃棄物の適正処理　＞ ＜　リサイクルの推進　＞

一般的な仕組みの確立

改正廃棄物処理法 資源有効利用促進法

①廃棄物の発生抑制
②廃棄物の適正処理
③廃棄物処理施設の設置規制
④廃棄物処理業者に対する規制
⑤廃棄物処理基準の設定　　等

拡充強化 拡充整備

 発生抑制対策の強化
 不適正処理対策
 公共関与による施設整備等

①再生資源のリサイクル
②リサイクルの容易な構造・材質等の工夫
③分別回収のための表示
④副産物の有効利用の促進

 　　　　ﾘﾃﾞｭｰｽ
 ﾘｻｲｸﾙ→ ﾘﾕｰｽ
 　　　　ﾘｻｲｸﾙ
 (１Ｒ)　(３Ｒ)

建

設

リ

サ

イ

ク

ル

法

食

品

リ

サ

イ

ク

ル

法

グ

リ

ー

ン

購

入

法

容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法

家

電

リ

サ

イ

ク

ル

法

工事の受注者が
・建築物の分別
　解体
・建設廃材等の
　再資源化

・消費者がリサイ
　クル費用を負担
・廃家電を小売店
　が消費者より引
　取
・製造業者等によ
　る再商品化

・容器包装の市町
　村による収集
・容器包装の製造・
　利用業者による
　再資源化

食品の製造・加
工・販売業者が
食品廃棄物の

再資源化

国などが、再生品な
どの環境物品の調
達を率先的に推進

木材、コンクリート、
アスファルト

(食品残渣)
(例：再生紙、コピー機)

エアコン、冷蔵庫、
テレビ、洗濯機

缶、ビン、ＰＥＴボトル、
紙製・プラスチック製容
器包装等

個別物品の特性に応じた規制 需要面からの支援

・平成12年制定
・平成13年完全施行

・平成12年制定(改正)
・平成13年施行

・平成 7年
　制定
・平成12年
　完全施行

・平成10年
　制定
・平成13年
　完全施行

・平成12年
　制定
・平成14年
　施行

・平成12年
　制定
・平成13年
　施行

(平成12年制定・施行)

自

動

車

リ

サ

イ

ク

ル
法

・所有者がリサイク
ル費用を負担
・引取業者による使
用済自動車の引取
・製造業者等による
ﾌﾛﾝ類、ｴｱﾊﾞｯｸﾞ、ｼｭ
ﾚｯﾀﾞｰﾀﾞｽﾄの引取、
リサイクル(破壊)

・平成14年
　制定
・平成16年末
　完全施行予定

(自動車)

・平成12年
　制定
・平成13年
　完全施行

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：経済産業省資料を基に一部加筆 
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拡大生産者責任と適正処理困難物対策の考え方について 

 

中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会では、廃棄物の処理責任の徹底、適正処

排出抑制と円滑なリサイクルの推進の観点から、廃棄物・リサイクル制度の基本

て検討を行い、平成１４年 11 月に「今後の廃棄物・リサイクル制度の在り方に

最終とりまとめを報告しており、廃棄物の定義、廃棄物の区分、排出者責任、拡

任などの各論点について考え方が示されている。 

 

この中から、「拡大生産者責任による適正な処理・リサイクルの推進」に関する議

主に適正処理困難物対策の視点について以下に示す。 

 

 

（現 状） 

・我が国においては、事業者に対する責任として、循環型社会形成推進基本法

大生産者責任の概念の明記、リサイクル関連法における拡大生産者責任の具

れているところ。 

・廃棄物処理法において、従来から事業者の責務として物の製造、加工、販売等

廃棄物となった場合における処理困難性をあらかじめ評価し、製品開発を工夫

処理方法についての情報を提供すること等により、その適正な処理が困難に

ないようにする旨が定められており、適正処理困難物制度によりタイヤなど

困難物として指定されている。 

 

 

⇒ 市町村における処理困難物の増加や不法投棄の問題に対して、生産者

役割を負うべきとの指摘 

 

 

（見直しの方向性） 

 ・一般廃棄物の処理責任を有する市町村が有害性、危険性などの点から処理困

ついて、その適正処理を確保するため、拡大生産者責任の趣旨に基づき生産

品設計・素材選択の工夫や、引取り・処理などの取組を求める制度の一層の拡

 ・このような制度の対象となる用件を明確にした上で、必要に応じて柔軟な対

め、生産者にこれらの取組を求める基本的な枠組みを設けることが必要。 

 

出典：中央環境審議会 廃棄物・リサイクル部会「今後の廃棄物・リサイクル制度の

いて」より 
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出典：環境省資料 



資料２-① 

京都市の地球温暖化防止と循環型社会構築に向けた具体的な取組事例 

1 自主的な取組みを促すための仕組みづくり 

（１）市民、事業者、行政の各主体が協働して具体的に取り組むための組織化 

  ①「京のアジェンダ 21 フォーラム」の設立 （1998 年設立、現在 496 会員） 

  ②「ごみ減量推進会議」の設立 （1996 年 11 月設立、現在 270 会員） 

  ③「地域ごみ減量推進会議」の設立 （1997 年１月設立、現在 51 団体） 

（２）市民、事業者の具体的な取組み 

  ①京都独自のローカル版環境マネージメントシステムスタンダード（ＫＥＳ） 

認証制度の創設 (京アジェンダ 21 フォーラム KES 認証 現在 208 件) 

②環境にやさしい新しい観光都市づくり  

（京アジェンダ 21 フォーラム エコツーリズムＷＧ） 

    ③公共交通機関や自転車の利用促進など環境にやさしい交通体系の創出 

④ごみ減量・リサイクル推進店（めぐるくんの店）認定制度（認定：現在 843 店舗） 

⑤廃食用油の回収運動 

（回収拠点 現在 766 拠点 ，年間約 12 万㍑回収（平成 14 年度実績）） 

  ⑥買物袋の持参や簡易包装推進キャンペーンの実施 

  ⑦フリーマーケットの開催・活用  など 

（３）環境意識の定着に向けた取組み 

「COP3 開催記念館 京エコロジーセンター」の建設 （2002 年開設） など 

 （※現在：平成 15 年３月 31 日現在） 

 

2 発生抑制・再資源化を促進する施策 

（１）減量計画書による排出事業者への指導・強化 

（２）持込ごみの累進制料金体系の導入 

（３）家庭の空き缶・空きびん・ペットボトルの資源ごみ収集 

（４）紙パックの拠点回収 

（５）その他プラスチック製容器包装のモデル分別収集 

（６）鍋・釜・やかん等の小型金属類の分別収集 

（７）使用済み乾電池の拠点回収  など 

 

３ 資源・エネルギー循環型の施設整備 

（１）缶・ビン・ペットボトルの再資源化施設  

(南部及び北部資源リサイクルセンター: 60 t/日稼動及び 40ｔ/日予定) 

（２）廃食用油燃料化プラントの建設 （精製能力５,０００㍑/日 予定） 

（３）生ごみのバイオガス化技術実証研究プラント （実験事業：能力 3 t/ 日) 

（４）ごみ発電（東部 CC:8,000kW､南部 CC:8,000kW､東北部 CC:15,000kW 稼動 

及び北部 CC:8,500kW 予定） 

（５）焼却灰の有効利用（灰溶融施設の整備検討） 
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３Ｒと温室効果ガス排出量の関係 

 

   

 

 

 

 

  温 

室 

効 

果 

ガ 

ス 

排 

出 

量 

の 

減 
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資料 2-② 

埋立処分場からのメタンの減少

化石燃料消費の減少 

エネルギー消費の減少 

廃油・廃プラ焼却量の減少 

埋立処分量の減少 

エネルギー代替 

製造工程の変更 

製造必要量の減少 

廃棄量の減少 

再生利用 

（ＲＥＣＹＣＬＥ） 

再使用 

（ＲＥＵＳＥ） 

排出抑制 

（ＲＥＤＵＣＥ） 

7

 出典：「循環型社会白書」平成 14 年版 7



二酸化炭素削減目標の設定にあたっての考え方 

①厨芥類、紙類、廃食用油等のバイオマスの燃焼に伴うＣＯ２も含めるべきか。 

バイオマスは植物の光合成により大気中のＣＯ２が固定されたもので、燃やしても長期

気中のＣＯ２は増えない（カーボン・ニュートラル）といえる。よって、京都議定書に

が国の総排出量には含まれていない。 

 

②どのような排出要因と削減活動を対象として指標を設定するべきか。 

 

 

 

 

 

＜設定範囲１＞ 

一般廃棄物中の廃プラ焼却起源のＣＯ２を計上 

（京都市地球温暖化対策地域推進計画の廃棄物部門の算定法に対応） 

・プラスチック以外の３Ｒの効果は反映できない。 

＜設定範囲１＞に、市清掃施設、車両における燃料・電力などのエネルギ

に伴うＣＯ２排出量を加算。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜設定範囲２＞ 

廃プラ焼却起源のＣＯ２および市処理施設・車両によるエネルギー消費に伴うＣＯ２排

計上（地球温暖化対策推進法に基づく実行計画（京都市エコオフィスプラン）におけ

局の排出量算定法に対応） 

・法令に基づき算定。 

・ごみ発電、バイオガス発電（施設内利用分）の効果は反映される。 

・数値の把握が容易で、信頼性・継続性も高い。 

・３Ｒ効果の反映は不十分。 

 
＜設定範囲２＞に、リサイクルを行うことによるＣＯ２排出量の増減およ

等によるＣＯ２削減効果を加算。 
 

 

 

 

 

 

 

＜設定範囲３＞ 

再生利用、熱回収まで含めた評価 

・京都市のデータだけでは民間リサイクルは評価できない。 

・市施設以外のデータ入手可能性、更新性に限度がある。

＜設定範囲３＞に、天然資源の投入から生産・消費・廃棄までの全過程に

ＣＯ２排出量を加算。 

 

 

 

 

 

 

 

＜設定範囲４＞ 

発生抑制、再使用も含めた循環全体を評価 

・計算には多くのデータが必要となる。 

・数値の信頼性、更新性は低下する。 

 

③上記のような数値による目標設定以外に、もっと別の目標設定の視点がありうる
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数値目標の設定について 

 ごみ量についての数値目標としては，①ごみの総排出量の削減率，②再生利用率

の処理処分量の削減率，④市の最終処分量の削減率を，設定すべきであると考えま

 また，国の循環型社会形成推進基本計画で示されている資源生産性（いかに，よ

の資源で，より大きな豊かさを得るかを表す値）や，ごみ減量に伴う二酸化炭素排

減率などについても，目標に盛り込むことを検討すべきであると考えます。 

 

9

○京都市における一般廃棄物発生

○発生抑制

焼却直接

埋立

○最終処分（埋立）

総排出量
（基準年の実績値に対する削減量を数値目標として設定）

処理処分量
（基準年の実績値に対する削減量を

数値目標として設定）

最終処分量
（基準年の実績値に
対する削減量を数値

目標として設定）

再生利用率
（総排出量に対す
る率を数値目標と

して設定）

京都市における資源の利用

焼却残灰

○焼却による減量

二酸化炭素、水など

天然資源等投入量
（市内総生産（GDP）を天然資源等投入量で
除した値を『資源生産性』として数値目標に

盛り込むことを検討）

○市による再資源化

○市民・事業者に
よる再資源化
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廃棄物処理法、循環基本計画、京都府の目標値 

設 定 項 目 国の目標数値 京都府の目標数値（京都府循環型社会形成計画） 

ごみ総排出量削減率 平成９年度⇒平成 22 年度：５％削減（廃棄物処理法） 平成 11 年度⇒平成 22 年度：8.2％削減 

再生利用率 平成 22 年度：２４％ （廃棄物処理法） 平成 22 年度：22.2％ 

処理処分量削減率 

（焼却処理量＋直接埋立量）削減率 

平成 12 年度⇒平成 22 年度：20％削減 

（生活系・事業系ともに） （循環基本計画） 

生活系：平成 11 年度⇒平成 22 年度：約 4.3％削減 

事業系：平成 11 年度⇒平成 22 年度：約 15％削減 

減量化率（総排出量に占める 

焼却による減量の割合） 

平成９年度（約 66％）⇒平成 22 年度（約 63％） 

（廃棄物処理法） 

平成 11 年度（73.6％） 

⇒平成 22 年度（66.4％） 

最終処分量削減率 平成９年度⇒平成 22 年度：約 50％削減（廃棄物処

理法：一廃のみ）（循環基本計画：一廃＋産廃） 
平成 11 年度⇒平成 22 年度：50％削減 

資源生産性 

（=ＧＤＰ／天然資源投入量） 

平成 12 年度（約 28 万円／ｔ） 

⇒平成 22 年度（約 39 万円／ｔ） 

（循環基本計画） 

 

循環利用率 

（=循環利用量／（循環利用量+天然

資源投入量）） 

平成 12 年度（約 10％）⇒平成 22 年度（約 14％）

（循環基本計画） 
 

資料 2-⑤
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上 流 対 策 に 係 る 取 組 イ メ ー ジ

駆動力としての
循環技術研究

リﾃﾞｭース（発生抑制）

リユース（再使用）

 -

“量り売り”
“リペア工房”

“京のおもてなし”
などによる省資源化、

長期使用の促進

“リターナブル容器システム”
“リユース（再使用）情報ネットワーク”

などによる再使用の促進

販売 使用

量り売りシステム

消費者
量り売り
参加協力店

量り売り設備

飲料
メーカー等

配送
システム

広報

リターナブル容器システム

消費者
リターナブル
容器システム
参加協力店

ボトラー

広報

リユース（再使用）情報ネットワーク

地域コミュニティに
根差した

リユース情報
ネットワーク

リユース情報端末

リユース情報端末

リユース情報端末

リユース情報端末

リユース情報端末

リユース情報端末

ネットワーク利用者

譲ります

ネットワーク利用者

譲って下さい

（飲料・調味料、各種食料品など）

“もの”の消費よりも
“機能”の利活用を重視

生産

リサイクル（再生利用）

（家電製品、パーソナルコンピュータ、家具、古材 など）

（

 

洗練された京都型生活・産業

スタイルの創造と発信
“もの”との長いおつきあい-　

廃棄

京のおもてなし

京都市

旅館・
飲食店

・無駄の少ない食の提供
・ごみ分別の徹底
・アメニティグッズの削減　等

観光版ＫＥＳ認証

リペア体制の充実

市民リペア工房
・リペアセンター
・リペア講習

メーカーＡ
サービス拠点

相互利用

修理の達人
（リペアマイスター）

メーカーＢ
サービス拠点

認定

人材派遣

広報

家電製品、パーソナルコンピュータ、家具、自動車、着物 など）

資料 3-① 
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上流対策（リデュース・リユース）の取組事例と今後の方向性（案）について 

 現在、京都市においては上流対策に関する事業者独自の様々な取組が実施されているが、市民の間に十分に浸透しているとは言い難い。 

 今後、進展していく必要があると考えられる上流対策の取組項目（例示）について、それぞれ京都市の特性や取組事例、今後の取組の方向性等

     取組項目 京都の特性 取組事例 課 題

リ
ユ
ー
ス 

リ ユ ー ス

情 報 ネ ッ

トワーク 

○不用品リサイクル情報案内システム 

京都市では、平成９年度より市民からの「譲ります」という不用

品リサイクル情報を電話回線を利用して 24 時間提供。電話、Ｆ

ＡＸ、インターネットでの情報提供、登録受付を実施。 

年度    １２ １３ １４

総着信数    17,366 13,309 10,035

交換成立    348 205 153 

・画面上で商品の確認ができるなど、より利便性の高いシステムに

していくための対策が必要。 

・システムを市民に周知させること、情報へのアクセス手段の多様

化が必要。 

・リユース品使用上の安全・安心を確保する手段が必要。 など 

 

リ
デ
ュ
ー
ス 

リ ペ ア 体

制の充実 

・京都は“学生のまち”

であり、学生、留学生

など短期居住人口の比

率が高く、中古製品の

譲渡ニーズは高い。 

・京都には、西陣織、清

水焼などに代表される

長い歴史に培われた高

度な技や、“良いものを

長く使う”といった伝

統が残っている。 

 

□☆販売店を活用した修理体制の構築 

  松下電器産業では、国内系列販売店のうち、修理やアフターフ

ォローに対応できる約 3,000 店を「パナサービス工房」に認

定し、修理サービスを積極的に推進。 

・個々のメーカーがそれぞれの事業範囲でリペアを実施しているた

め非効率。 

・リペアシステムの市民への周知、利便性向上、コスト低減が課題。

など 

□デポジット制度 

京都市上京小売酒販組合は、47 店舗でデポジット制度を導入。

デポジットまたはリユース可能なびんにシールを貼り、デポジッ

ト金額を加算して販売する。空きびんを消費者が持ち込んだ場合

はデポジット金額を支払う。 

・システムへの参加店舗と非参加店舗で価格差が生じてしまうた

め、販売全店の協力が必要となる。  など 

 

リ
ユ
ー
ス 

リ タ ー ナ

ブ ル 容 器

システム 

△リターナブルペットボトル、リターナブルびんに関する調査研究 

ごみ減量推進会議内に「リターナブルプラスチック容器研究会」

を設置し、導入可能性等について検討を実施。 

 ⇒プラ容器へのリターナブル導入は衛生面での課題がある。 

△一升瓶、ビール瓶回収協力店マップの作成（ごみ減量推進会議） 

・事業者にとって、ワンウェイ容器と比較してコストデメリットが

生じる。（ワンウェイ：回収費は自治体負担、リターナブル：回

収費は事業者負担） 

・びんは、他の容器と比べて、重い、割れやすいなど機能面で不利。

・消費者の「返却が面倒」、「衛生面で不安」などの意識改革が必要。

・リターナブルの利点を消費者に示す必要がある。 

・リターナブルの使用を事業者にとって有利にする必要がある。 

・回収拠点の多様化が必要。 

・高い使用率、近郊流通を実現するため、びん規格の統一やデポジ

ット制について検討が必要。  など 

量 り 売 り

システム 

・京都は日本有数の“酒

どころ”であり、びん

商による“一升びんの

リターナブルシステ

ム”が機能してきた。 

・“九条ねぎ”、“壬生菜”、

“聖護院だいこん”な

どの“京野菜”の露店

販売などによる、ばら

売り、量り売りが行わ

れている。 

☆焼酎の量り売り 

宝酒造は焼酎の量り売りを実施。消費者は持ち込んだ容器に必要

な量だけ購入可能。 

□☆イオングループは、酒類、野菜類、肉類、惣菜などを中心に、

ばら売りや量り売りを実施。 

・消費者にサービスや環境面でのメリットを周知することが必要。

・多様な消費者ニーズを満たすためには、量り売りメニューの多様

化が必要。 

・酒類、野菜類に限らず、他の飲料、食品への展開が課題。 

・事業者にとってコスト面でデメリットが生じる。  など 

リ
デ
ュ
ー
ス 

京 の お も

てなし 

 

・京都は国際観光都市で

あり、国内外から多く

の観光客が訪れる。 

（「観光客」による廃棄物

量は、京都市の一般廃

棄物量の約３％と推定

される。） 

□京都ホテルオークラ 

 ＫＥＳの取得。 

 連泊客がタオル交換を断るためのカードの設置。 

 ごみ分別の徹底。 

☆無駄の少ない食の提供 

 ホテルグランヴィア大阪では、宴会場やバイキングレストランに

顧客から予約が入った時点で、人数や年齢層、男女比、利用目的

などを把握し、過去のデータを参照することで、生ごみの排出量

を抑制。 

・食事の事前相談等の取組によるメリットを、旅館・飲食店等に周

知することが必要。 

・こういった取組を実施している旅館・飲食店等を観光客に周知す

ることが必要。   など 

 

 

 

 

 

＜基本事項

 

 市民・事業者

自の取組を促

の基本的要素

 

・環境教育の充

（エコロジーセ

のサテライト

学習への組み

       

 

・地域コミュニ

活性化 

 

 

・市民への情報

充実 

 

など

○京都市の取組 △京都市が一部・関与支援する取組 □民間等による取組（京都市内） ☆他都市（全国）等での取組 

●これらの取組が進展しない共通の原因 

・市民がこれらの取組を行っている店舗やシステムを知らない 

・市民にとって、割高である、利便性が悪い、保証制度が不十分である  など 

・事業者にとって、これらの事業は、同一の機能を持つ他の事業と比較してコスト的に割高になることが多い、消費者へのアピールが難しい  など 

 

資料 3-② 

について下表に示す。 

 今後の取組（機能や体制の整備）の方向性（案）

・“皆でモノを大切に使う”スタイルの普及。 

・より広域的な取組とし、効率的な輸送手法やリペアセンター等と

の機能を組合せたシステムの構築。  など 

＜行政の役割＞ 

・リユース、リサイクルショップへの事業者の誘致。   

・リユース取引において、必要に応じてルールメイキングなどの支

援。  など 

・家電製品などリペアニーズの高いものについて、地域での利便性

の向上を図るためのリペアネットワークの構築。  など 

＜行政の役割＞ 

・メーカー等が利便性の高いリペアサービスを提供し得るよう、環

境整備（スペースの提供、市民への情報提供によるシステムの普

及啓発など）の面での支援。 など 

・“びん商”など古くからあるシステムの再活性化。 

・飲料メーカー、販売店の協力による、モデル地域・協力店でのリ

ターナブル容器システム、量り売りの実施・拡大。  など 

＜行政の役割＞ 

・市民への情報提供によるシステムの普及啓発。 

・ワンウェイ容器の製造、販売に対しての規制に関する国等への要

望。  

・事業者への容器洗浄装置、デリバリーシステム、量り売り設備の

導入に対する支援。  など 

 

＞ 

による独

すため

として 

実 

ンター

化、総合

込み 

 など） 

ティーの

提供の 

が重要。 

・環境負荷が少なく、かつ利用者に受け入れられるシステムの構築。

 など 

＜行政の役割＞ 

・“無駄の少ない食の提供”、 “アメニティーグッズの削減”、“リ

ターナブルびんの導入”、“客室への分別ボックスの設置”などを

個別メニューとする「観光版ＫＥＳ認定制度」の創設・運営（Ｎ

ＰＯによる運営も考えられる）。 

・認証制度の普及啓発及び認証取得者の広報、表彰。  など 
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